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黎明 21 新政策研究会 発言と行動
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　議案名

加
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吉
　
野
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秋
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佳
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教
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司
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小
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友
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吉
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細
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大
久
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忠

三
　
宅
　
盾
　
子

第38号 専決処分の承認を求めるについて（行田市税条例の
一部を改正する条例） 承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
　
　
　
　
　
　
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

第39号 専決処分の承認を求めるについて（行田市都市計画
税条例の一部を改正する条例） 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

第40号 専決処分の承認を求めるについて（行田市国民健康保
険税条例の一部を改正する条例） 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第41号 行田市固定資産評価員の選任につき同意を求めるについて 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第42号 行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

第43号 行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

第44号 行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

第45号 行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

第46号 行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

第47号 行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

第48号 行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

第49号 行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

第50号 行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

第51号 行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

第52号 行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

第53号 行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

第54号 行田市農業委員会委員の任命につき同意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

第55号 平成29年度行田市一般会計補正予算（第１回） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ×

第56号 行田市個人情報保護条例の一部を改正する条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

第57号 行田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第58号 行田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第59号 行田市税条例の一部を改正する条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

第60号 行田市都市計画税条例の一部を改正する条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

第61号 行田市斎場条例の一部を改正する条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × × ×

第62号 行田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
利用者負担に関する条例の一部を改正する条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第63号 行田市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の
一部を改正する条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第64号 行田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する
条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

第65号 行田市公共下水道緑町ポンプ場建設工事委託に関する
協定について 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

第66号 行田市道路線の廃止について 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第67号 行田市監査委員の選任につき同意を求めるについて 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 除
斥○ ○ ○ 議

長 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ×

（請願）
(議請)
第3号

行田市議会における一般質問の時間として、40分
が確保されるよう求める請願

不採
択 × × × × × ×議

　
長

× × × × × × × × ○ × × × ○ ○ ○

第4号 障害者や高齢者へのごみ戸別収集事業を行うよう市に
求める請願 〃 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○

（議員提出議案）
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(議)
第1号 行田市議会議員定数条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○議

長○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ×

 ※議長は採決に加わりません。(可否同数の場合は議長裁決となります。)

平成29年 6 月 定例市議会
※まち…まちを住みよくする会　 
　　　　　　（賛成：○　反対：×）（市長提出議案） 

提出議案とその結果

も
加
わ
り
、
主
に
「
聞
く
・
話
す
」

を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
が
、
新

学
習
指
導
要
領
が
平
成
32
年
度
か

ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
そ

の
移
行
期
間
と
し
て
、
平
成
30
年

度
か
ら
外
国
語
活
動
の
時
間
が
15

時
間
増
え
、
50
時
間
と
な
る
予
定

で
あ
る
。
こ
の
増
え
る
15
時
間
に

は
、
「
読
む
・
書
く
」
も
加
わ
る

た
め
、
こ
れ
に
対
応
す
べ
く
、
現

在
、
文
部
科
学
省
が
映
像
教
材
を

作
成
中
で
あ
り
、
今
年
度
に
は
配

布
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら
、
大
型
モ
ニ
タ
ー

及
び
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
必
要
と
考
え
、

予
算
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

◯
行
田
市
斎
場
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

問
　
斎
場
に
指
定
管
理
者
制
度
を

導
入
す
る
こ
と
に
伴
う
メ
リ
ッ
ト
、

デ
メ
リ
ッ
ト
は
何
か
。

答
　
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
24
時

間
体
制
で
の
業
務
運
営
も
視
野
に

入
れ
、
こ
れ
ま
で
も
要
望
が
あ
っ

た
夜
間
の
付
き
添
い
を
可
能
と
す

る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

　
一
方
、
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、

は
意
義
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
文
化
庁
の
補
助
金
の
終
了
と

と
も
に
、
各
種
取
り
組
み
も
終
了

す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
本

市
の
さ
ら
な
る
活
性
化
に
向
け
て
、

息
の
長
い
取
り
組
み
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
短
期
的
な
事

業
に
つ
い
て
の
議
論
だ
け
で
は
な

く
、
今
後
、
本
市
を
ど
の
よ
う
に

し
て
い
く
の
か
と
い
う
長
期
的
な

視
点
に
立
っ
た
意
見
も
積
極
的
に

聴
取
し
、
各
種
事
業
を
展
開
し
て

い
く
予
定
で
あ
る
。
経
済
性
と
の

兼
ね
合
い
に
つ
い
て
は
、
今
回
の

認
定
を
契
機
と
し
て
、
稼
げ
る
ま

ち
づ
く
り
、
補
助
金
に
頼
ら
ず
と

も
経
済
が
循
環
し
、
地
域
が
活
性

化
す
る
ま
ち
に
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
指
定
寄
附

問
　
５
千
万
円
と
い
う
高
額
な
寄

付
金
の
使
途
の
一
つ
と
し
て
、
大

型
モ
ニ
タ
ー
及
び
プ
レ
ー
ヤ
ー
を

全
小
中
学
校
に
購
入
す
る
と
の
こ

と
だ
が
、
こ
れ
ら
を
購
入
し
た
場

合
の
効
果
、
必
要
性
は
な
に
か
。

答
　
現
在
、
小
学
校
５
・
６
年
生

は
外
国
語
活
動
に
よ
り
、
Ａ
Ｌ
Ｔ

民
間
企
業
を
指
定
管
理
者
と
し
た

場
合
に
は
、
倒
産
の
危
険
性
が
常

に
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

問
　
現
在
行
っ
て
い
る
炉
の
改
修

の
業
者
選
定
の
際
に
、
改
修
業
者

か
ら
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
６
年
間
無

料
で
行
う
と
い
う
提
案
を
受
け
て

い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
う
す
る

と
、
こ
の
改
修
業
者
を
指
定
管
理

者
と
予
定
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ

て
し
ま
う
が
、
ど
う
か
。

答
　
斎
場
の
管
理
運
営
業
務
は
、

現
在
行
っ
て
い
る
炉
の
改
修
と
密

接
な
関
係
が
あ
る
が
、
競
争
に
付

す
こ
と
も
必
要
で
あ
る
た
め
、
今

後
総
合
的
に
判
断
し
て
業
者
選
考

を
行
っ
て
い
く
。

問
　
炉
の
改
修
が
今
年
を
含
め
て

３
年
か
か
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、

改
修
が
完
了
し
て
か
ら
指
定
管
理

者
制
度
を
導
入
し
て
も
良
い
の
で

は
な
い
か
。

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

◯
平
成
29
年
度
行
田
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
回
）

　
日
本
遺
産
認
定

問
　
日
本
遺
産
推
進
協
議
会
貸
付

金
１
２
０
０
万
円
で
あ
る
が
、
日

本
遺
産
の
認
定
に
よ
り
、
ど
れ
く

ら
い
本
市
が
潤
う
の
か
。

答
　
本
来
、
地
域
の
活
性
化
に
向

け
て
市
が
行
う
べ
き
事
業
に
対
し
、

市
の
財
源
を
投
入
す
る
こ
と
な
く
、

文
化
庁
の
補
助
金
を
有
効
に
活
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
取
り
組
み
を

進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
点
に
お
い
て
も
、
今
回
の
認
定

答
　
導
入
時
期
は
人
員
の
配
置
や

炉
の
改
修
な
ど
も
含
め
て
総
合
的

に
判
断
し
、
平
成
30
年
度
か
ら
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

◯
行
田
市
公
共
下
水
道
緑
町
ポ

ン
プ
場
建
設
工
事
委
託
に
関
す

る
協
定
に
つ
い
て

問
　
日
本
下
水
道
事
業
団
が
発
注

す
る
事
業
者
へ
市
か
ら
直
接
発
注

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

答
　
設
計
書
、
仕
様
書
の
作
成
や

予
定
価
格
の
積
算
、
工
事
の
監
督

管
理
は
発
注
者
の
責
務
で
あ
る
が
、

本
工
事
は
専
門
知
識
や
高
度
な
技

術
力
を
要
す
る
大
規
模
な
工
事
で

あ
る
た
め
、
工
事
発
注
か
ら
施
工

管
理
、
検
査
ま
で
の
一
連
の
業
務

を
委
託
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

問
　
２
年
間
の
工
事
期
間
中
は
緑

町
ポ
ン
プ
場
の
機
能
は
停
止
し
て

し
ま
う
の
か
。
市
民
生
活
へ
の
影

響
は
な
い
の
か
。

答
　
ポ
ン
プ
場
は
供
用
し
な
が
ら

工
事
を
行
い
、
市
民
生
活
に
支
障

の
無
い
よ
う
に
更
新
す
る
。

◯
行
田
市
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業

の
利
用
者
負
担
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

問
　
本
年
４
月
１
日
以
降
の
利
用

者
負
担
額
（
保
育
料
）
に
遡
及
し

て
適
用
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
４

月
以
降
の
保
育
料
の
返
金
方
法
は
。

答
　
還
付
処
理
に
よ
る
返
金
を
予

定
し
て
い
る
。

◯
行
田
市
消
防
団
員
等
公
務
災

害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

問
　
な
ぜ
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合

の
配
偶
者
へ
の
補
償
基
礎
額
の
加

算
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
の
か
。

答
　
今
回
の
改
正
は
、
国
の
政
令

改
正
に
伴
い
行
う
も
の
で
あ
る
。

全
国
一
律
の
補
償
額
で
あ
り
、
改

正
に
よ
り
減
額
と
な
っ
た
も
の
が

あ
る
一
方
で
、
増
額
と
な
っ
た
も

の
も
あ
る
。

問
　
消
防
団
員
の
公
務
災
害
に
よ

る
補
償
の
状
況
は
。

答
　
直
近
で
は
、
平
成
28
年
４
月

に
栄
町
で
発
生
し
た
火
災
に
お
い

て
、
消
火
作
業
中
に
負
傷
し
た
消

防
団
員
に
対
し
、
損
害
補
償
費
及

び
休
業
援
護
金
が
給
付
さ
れ
た
。

◯
平
成
29
年
度
行
田
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
回
）

問
　
今
回
、
小
規
模
保
育
事
業
所

新
設
の
た
め
の
施
設
整
備
費
補
助

金
を
増
額
補
正
し
て
い
る
が
、
本

市
の
待
機
児
童
の
現
状
は
。

答
　
本
年
４
月
１
日
現
在
の
待
機

児
童
は
い
な
い
が
、
待
機
児
童
に

含
め
な
い
入
所
保
留
児
童
は
42
人

で
あ
る
。

問
　
小
規
模
保
育
事
業
所
は
、
定

員
19
名
で
ゼ
ロ
歳
児
か
ら
２
歳
児

を
対
象
と
し
た
施
設
で
あ
り
、
直

ち
に
待
機
児
童
解
消
と
は
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。

答
　
本
市
で
の
保
育
所
入
所
の
需

要
は
、
ゼ
ロ
歳
児
か
ら
２
歳
児
が

最
も
伸
び
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本

施
設
の
整
備
に
よ
り
こ
れ
ら
に
対

す
る
定
員
枠
が
19
名
拡
大
す
る
点

で
待
機
児
童
解
消
に
寄
与
す
る
と

考
え
て
い
る
。

問
　
本
施
設
開
所
ま
で
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は
。

答
　
整
備
を
行
う
事
業
主
体
と
は
、

今
後
、
詳
細
な
打
ち
合
わ
せ
を
予

定
し
て
い
る
が
、
市
と
し
て
は
７

月
末
に
は
事
業
主
体
と
施
工
業
者

と
の
契
約
、
９
月
着
工
、
２
月
下

旬
完
成
を
想
定
し
て
い
る
。

　
6
月
13
日
に
は
付
託
を
受
け
た

請
願
1
件
の
審
査
を
行
い
、不
採
択

と
し
ま
し
た
。ま
た
、22
日
に
は
、議

会
運
営
委
員
の
辞
任
に
伴
い
、次
の

委
員
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

○
議
会
運
営
委
員
会
委
員

　
　
委
員
長
　
　
吉
田
　
豊
彦

　
　
副
委
員
長
　
梁
瀬
　
里
司

　
　
委
　
員
　
　
松
本
　
安
夫

　
　
委
　
員
　
　
江
川
　
直
一

　
　
委
　
員
　
　
吉
野
　
修

　
　
委
　
員
　
　
柴
﨑
　
登
美
夫

　
　
委
　
員
　
　
高
橋
　
弘
行

○
行
田
市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例（

原
案
可
決
）

　
次
の
一
般
選
挙
か
ら
行
田
市
議

会
議
員
の
定
数
を
22
人
か
ら
２
人

削
減
し
、
20
人
と
定
め
る
た
め
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ

る
。

　
全
国
市
議
会
議
長
会
及
び
埼
玉

県
市
議
会
議
長
会
の
各
定
期
総
会

に
お
い
て
、
次
の
６
名
が
市
議
会

議
員
と
し
て
、
永
年
に
わ
た
り
地

方
自
治
の
発
展
に
寄
与
し
た
功
績

に
よ
り
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

○
市
議
会
議
員
在
職
30
年
以
上

　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
　
忠

○
市
議
会
議
員
在
職
10
年
以
上

　
　
　
　
　
　
　
石
井
　
直
彦

　
　
　
　
　
　
　
平
社
　
輝
男

　
　
　
　
　
　
　
松
本
　
安
夫

　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
友
明

　
　
　
　
　
　
　
二
本
柳
妃
佐
子

常
任
委
員
会
の
動
き
◯ 

審
査
概
要
・
活
動

総

務

文

教

常
任
委
員
会

６
議
案
　
可
決

建

設

環

境

常
任
委
員
会

５
議
案
　
可
決

1
請
願
　
不
採
択

問答

問答

問答

問答問
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